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まえがき 

この規格は，産業標準化法に基づき，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本

産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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Common testing methods for products with consideration of babies, toddlers 

and young children-Bodily entrapment in gaps and openings 

 
序文 

規格には，製品全般に対して子どもの安全確保のための指針，総則などの基本規格，類似の各種製品に

共通して使用することができる試験方法，安全基準などの共通規格，及び個別製品ごとに作成した製品規

格がある。この規格は，各種製品に横断的に適用することができる共通の試験方法の規格であり，製品の

隙間・開口部が乳幼児の身体挟込みのハザードとなる可能性について確認するための規格である。 

製品において，身体挟込みは，窒息などの致命傷に至る場合もあるため，隙間・開口部が乳幼児の身体

挟込みのハザードとなる可能性を確認することは重要である。ただし，身体挟込みを生じないほどに隙間・

開口部を完全に排除する，隙間・開口部を広げるなどの対策を行った場合，換気ができなくなる，身体が

隙間・開口部に落ち込んで負傷する，隙間・開口部を通過後に落下する，などの別のハザードが発生する

可能性がある。隙間・開口部への対策においては，乳幼児の身体を挟み込んだ場合のハザード及び隙間・

開口部を排除した場合のハザードの両者を可能な限り調査・検討する必要がある。 

1 適用範囲 

この規格は，製品に存在する隙間・開口部が乳幼児の身体挟込みのハザードとなる可能性を確認する試

験方法について規定する。また，この規格は，製品を設置した後に生じる製品と製品以外の部分との隙間・

開口部などの，製品の外部に生じる隙間・開口部にも適用可能である。また，この規格は，乳幼児と同等

の身体特性をもつ者についての安全管理を行う場合に適用することも可能である。 

この規格の対象とする隙間・開口部は，形状及び寸法が変化しないもの，並びに素材の伸縮によって形

状及び寸法が変化するものとし，製品の一部が可動であることによって隙間・開口部の形状及び寸法が変

化するものは除く。 

また，隙間・開口部が十分大きく，奥行きが深い閉鎖空間に上半身が入り込んで体が抜け出せなくなる

ハザード（窒息の可能性があるハザード）は，この規格では扱わない。 

この規格は，製品の隙間・開口部が身体挟込みのハザードとなる可能性を確認するものであり，製品の

安全性を担保するものではない。また，製品の隙間・開口部によって生じる身体挟込み以外のハザードの

可能性を判断するものではない。 

  


